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令和９年度児童年齢表

０歳児 令和８年４月２日生～令和９年４月１日生

２０２６．４．２～２０２７．４．１

１歳児 令和７年４月２日生～令和８年４月１日生

２０２５．４．２～２０２６．４．１

２歳児 令和６年４月２日生～令和７年４月１日生

２０２４．４．２～２０２５．４．１

３歳児 令和５年４月２日生～令和６年４月１日生

２０２３．４．２～２０２４．４．１

４歳児 令和４年４月２日生～令和５年４月１日生

２０２２．４．２～２０２３．４．１

５歳児 令和３年４月２日生～令和４年４月１日生

２０２１．４．２～２０２２．４．１
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令和９年度（新年度）用 

保育所等へ入園申込みのご案内 

 

1. 保育所等｛保育園・認定こども園（保育園機能）・家庭的保育・小規模保育｝とは 

 保護者（父及び母等子を監護する者）が仕事や病気などのため家庭内で保育することができない就学前

児童を、保護者にかわって保育をすることを目的とする児童福祉施設です。このため、「集団生活に慣れ

るため」「社会生活を身に付けるため」などという理由では入園できません。 

 

2. 入園できる条件とは 

 児童の保護者全員が次のいずれかにあり、その児童を保育できないと認められた場合です。 

【保育を必要とする事由】 

◆ 会社勤めなどで、居宅外で労働をしている 

◆ 内職、自営業などで、居宅内でその児童と離れて日常の家事以外の労働をしている 

◆ 母親が妊娠中であるか、または出産後間がない 

◆ 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体障がいがある 

◆ 同居の病人や障がい者を常時介護又は看護している 

◆ 火災など、災害の復旧にあたっている 

◆ 求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っている 

◆ 就労のための就学をしている。又は、職業訓練を受けている 

◆ 虐待やＤＶの恐れがあること 

◆ 育児休業  ※在園児のみ。 

＊ 別紙「令和 9 年 4 月高浜市指数判定基準」に記載されている「保育を必要とする事由」の要件です。 

＊ 外国人の方は、日本での在留資格があり在留期間内であること、かつ就労資格を有している必要がありま

す。 

＊ 高浜市内の保育所等のご案内が P16.P17.にあります。詳細はそちらをご覧ください。 

 

3. 申込み方法および提出書類について 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

申込み期間 ： 令和８年９月１日（火）から９月 30 日（水）まで 

４月入園希望者の申込み方法 

① オンライン申込み 

令和 8 年 9 月 1 日（火）8 時 30 分～ 

9 月 30 日（水）16 時 00 分まで 

② 窓口にて申込み（高浜市役所会議棟） 

令和 8 年 9 月 25 日（金）～9 月 30 日（水） 

９時００分～１６時００分まで 

♦①、②いずれかで申込みしてください 

５月以降の入園希望者の申込み方法 

窓口で申込み（いきいき広場こども育成グループ） 

受付時間： 

令和８年９月２５日（金）より申込開始 

９時００分～１６時００分まで 

※申込受付開始日より随時受付。（土日祝除く） 

４月入園希望はオンラインで入園申込みができるよ！ 
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◆下記の表の通りに書類の提出をお願いします。      

全員提出していただく書類 

 書類名 注意 

オ
ン
ラ
イ
ン
申
込
み
に
て
作
成
・
提
出
※
１ 

① 施設型給付費・地域型保育給付費

等教育・保育給付認定（変更）申

請書 

別紙の記入例を参考に間違いや漏れのないようにお願いします。 

② 保育園入園申込書 別紙の記入例を参考に間違いや漏れのないようにお願いします。 

③ 「保育を必要とする証明書」 

及び根拠となる書類  

※父母ともに提出が必須 

  ※P４の表をご確認ください 

○児童の保護者の「保育を必要とする証明書」を添付してください。

事由、区分ごとに定められた書類を添付してください。 

○求職活動中の方については申込時に提出する書類はありませんが、

入園後２か月以内に就労証明書を提出していただきます。 

※書類の提出は、父母ともに必要です（※入園後の現況届でも保護者

それぞれの書類が必要です）。なお、保育を必要とする事由（P1 の

２）は保護者すべてに必要です。 

入
園
面
接
時
に
提
出 

※
１ 

④ 教育・保育給付認定及び特定教

育・保育施設、特定地域型保育事

業の利用に関する確認同意書 

内容を確認後、チェック及び署名の上ご提出ください。 

⑤ 入園申込児童調査表 お子さんの家庭での様子を把握する資料とさせていただきます。 

対象の方が提出していただく書類 

入
園
申
込
時
に
提
出
※
１ 

⑥ 令和８年度（令和７年分） 

市町村民税課税証明書（保育所

入園用）または 

令和７年分の給与証明書  

入園申込み時点で高浜市以外に住民登録をしている方（未転入

者・単身赴任など） 

「令和８年度（令和７年分）市町村民税課税証明書」を 

提出してください。 

令和８年１月１日時点で海外赴任されている方 

「令和７年分の給与証明書」を提出してください。 

⑦ 高浜市へ転入される方全員の 

住民票  

申込書提出時に住民票が他市町村にある方（全員）は提出をお願

いします。 

＊高浜市の住所地が確定していない場合は、申込みができません。 

＊入園日の前日までに高浜市に児童・保護者が転入していること

が必須です。 

⑧ ひとり親家庭状況申告書 

ひとり親世帯の方は提出をお願いします。 

＊申告書に記載のある必要書類の提出がない場合は、指数判定に

おける加点及び保育料または給食費の減免が受けられません。 

※１ 期間外申込み・5 月以降入園申込みの書類提出方法は P3 を確認してください。 
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※①～⑦は P２の書類名 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受付期間に提出できなかった場合は、今回の期間内に申込みのあった方々の入園が内定してからの入園調整 

になりますので、ご注意ください。 

 

入園申込書を受け取り、必要事項を記入、提出対象となる必要書類①～⑤、（該当者は⑥（入園時点で高浜市

外に住民登録をしている方）、⑦、⑧）を全て揃えた上、提出してください。※申込書の配布・提出先はこども

育成グループのみ 

※選考方法は申込順かつ入所希望月の早い順です。別紙「令和 9 年 4 月高浜市指数判定基準」による選考では

ありません。ただし、別紙「令和 9 年 4 月高浜市指数判定基準」の（1）7 及び（2）1 に区分される児童は

申込順にかかわらず優先入園となります。 

入園案内できる月の前月中旬に、電話にてご連絡します。 

【注意】 

・配布した封筒に必要書類を入れて提出してください。 

・封筒に貼ってある用紙に氏名、住所等ご記入ください。（年齢は令和９年４月１日の満年齢） 

オンライン申込みの場合 

オンライン申込み手続きにより①、➁が作成 

され、③、⑥、➆、⑧を添付いただくことで提出

されます。 

４月入園希望者の申込み～面接までのながれ 

窓口で申込みをする場合 

申込書を受け取り記入後、 

9/25～9/30 に提出してください。 

※提出先は高浜市役所会議棟 

面接日時の案内郵送  

④・⑤の様式を同封しますので、面接時に書類を提出してください。※１０月２３日ごろ郵送します。 

⚠１０月３０日までに届かない場合、必ずこども育成グループまでご連絡ください。 

申込時の提出書類の準備   

③（就労証明書など）、⑥、⑦は準備に時間がかかります！ 

早めの準備をお願いします。 ※③、⑥（給与証明書）、⑧の様式はＨＰからダウンロード可能 

内定園にて面接（転園児童も含む） ※家庭的保育・小規模保育所はいきいき広場にて面接を行います。 

④・⑤を面接時に提出してください。  ※面接後のながれは面接時にご案内します 

期間外申込み・５月以降の入園希望者の申込み～面接までのながれ 

先着順ではありません 

 

書類選考 詳細は「入園の決定について（P6）」、別紙「令和 9 年 4 月高浜市指数判定基準」を参照 
⚠③、⑥、➆、⑧を申込時に提出してください。申込時に提出できない場合は、必ず１０月７日(水)まで

にこども育成グループへ提出してください。提出期間内に③を提出できなかった場合、入園を選定する際の指

数には反映しませんのでご注意ください。 

期間内ならいつでもどこでも申
込できるよ 

申込書はこども育成グループ窓
口で配布しています。 
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下記、父と母の保育を必要とする証明書を提出してください。 

保護者の状況 時間・期間等の条件 提出書類 

就
労 

外勤 

 

 

令和９年４月から就労予定の方や育休明けで勤務地等が決ま

っていない場合は、見込みでの提出可 

（※１）自営業とは保護者や祖父母が「法人格のない事業主である」また

は「事業主が親族である法人格のない会社等で働く」場合を指します。 

（※２）「自営業を証明する添付書類」P15 を参照してください。 

（※３）育休からの復職の場合、入園月に復帰することが必須です。復帰

していない場合は、保育を必要とする要件がないので退園となります。 

就労証明書 

※保育士・幼稚園教諭・保育

教諭の場合、資格写し 

自営※１ 

（P15 参照） 

就労証明書および 

就労状況がわかる書類（※２） 

内職 就労証明書 

妊娠・出産  
＜在園可能期間＞ 

出産予定日２ヶ月前の月初日から出産日の２ヶ月後の月末日 

母子手帳の写し 

（氏名と出産予定日のわかるもの） 

育児休業（在園児） 
育児休業で在園するには条件があります。P10 参照 

※育児休業要件での新規入園はできません 
就労証明書 

疾
病
・
障
が
い 

入院・常時

臥床 

 

 

 

・身体障害者手帳  ・精神障害保健福祉手帳 

・療育手帳     ・精神障害者医療受給 

疾病・看（介）護申立書 

および、 

医師の診断書 

（もしくは各手帳の写し）  

通院 

精神疾患 

看護・介護 
 

 

疾病・看（介）護申立書 

および、医師の診断書 

災害等    

求
職
活
動 

求職活動 

 

 

就職先が決まりましたら、速やかに就労証明書を在籍園に提出

してください 

 

なし 

起業準備 

 

 

※起業準備が終わりましたら速やかに就労証明書と添付書類

（※2）を提出してください 

起業準備活動であることを 

証明できる書類（事業計画書

など） 

就学 

 

 

※休憩時間、移動時間は時間数には含みません 

在学（入学）証明書 

および、カリキュラムの写し 

職業訓練 

 

 

※休憩時間、移動時間は時間数には含みません 

受講証明書 

および、カリキュラムの写し 

※内職、妊娠・出産、疾病・障がい、看護・介護、求職活動、育児休業の方は、原則平日８：３０～１６：００の利用をお願いします。 

恒常的（月６０時間以上）に看護・介護が必要と認められる場合 

訓練時間 週２０時間以上であることが必要 

入園後 3 ヶ月以内に要件を満たす就労でない場合、退園 

保護者が病気もしくは負傷し、又は心身に障がいがある場合 

もしくは以下の障がい者手帳があり、保育ができない場合 

月６０時間以上の就労が必要  ※休憩時間を除く 

就労証明書、疾病・看（介）護申請書は 

「様式ダウンロード（こども育成グループ）」よりダウンロードできます。 

※要件がない場合、退園となります。 

認定開始月から翌月末日までに就労証明書を提出すること 

就学時間、週２０時間以上であることが必要 

「保育を必要とする証明書」及び根拠となる書類一覧 

※上記の条件は保育所の開所時間を原則とします。 
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4. 『教育・保育給付認定申請』について 

保育所等（保育園や認定こども園など）を利用するためには、「支給認定」を受ける必要があります。

詳細は P20、P21 の『教育・保育給付認定申請』のお知らせをご覧ください。 

 

5. 入園申込みに関する注意事項 

 

  

保育所等（保育園・認定こども園（保育園機能）・家庭的保育・小規模保育）と、公立幼稚園・認定

こども園（幼稚園機能）を併願することはできません。 

 

 

入園予約制度は行っていませんので、４月入園希望者のみ入園決定の対象とします。５月以降の入園

希望（育児休業復帰による）の受付は行いますが、４月の入園状況によっては、入園できず待機になる

場合があります。育児休業期間を検討してください。 

＊０歳児の入園については、生後６か月を経過した翌月からの入園となります。 

＊申込みについては、出生届を提出後より受付をします。 

 

 

申込書提出時に、就労予定または求職活動中の方については、入園後速やかに就労し、２か月以内に

就労証明書を提出してください。 

 

 

午前７時～午前７時３０分、午後６時３０分～午後７時の保育を希望される場合、保育料や給食費とは

別で延長料金がかかります。また園によって開所時間が異なりますので必ず開所時間をご確認の上、お申

込みください。（P.16 参照）延長料金につきましては P８をご覧ください。 

 

6. 障がい・医療的ケアのある児童の入園について 

① 障がい 

保護者の方が働いている等条件は同じで、お子さんに障がいのある場合です｡指定園制度ではなく

必要に応じ、どの園でも３・４・５歳児で軽度から中度のお子さんを受け入れていますが、受け入

れ人数は、統合保育が適切に実施できる範囲です。ご理解をお願いします。 

重度のお子さんについては、よしいけ保育園と高浜南部保育園で４・５歳児のお子さんを各園２

名、吉浜保育園で１名受け入れています。予め定員に受入れ枠を設け受付します。ただし、入園の

決定は、統合保育審査委員会にて協議・調整のうえ行います。 

② 医療的ケア 

保護者の方が働いている等条件は同じで、お子さんに医療的ケアの必要がある場合です｡入園を希

望される場合は、事前にこども育成 G へご相談ください。入園後に医療的ケアが必要になった場合

は、市の取り扱いに従い対応させていただきます。 

 

7. 入園期間について 

 原則として申込者からの希望の範囲で、小学校就学前までの「保育を必要とする」と見込まれる期間と

０歳児の申込み・受付について 

他の園との併願について 

就労予定及び求職活動中の方へ 

延長保育について 



 6

します。※１か月以上保育所を欠席する場合、原則退園となります。ご了承ください。 

 出産を理由とする場合は、出産予定日の２か月前の月初日から、出産日の２か月後の月末日までが入園

期間となります。※出産要件後の求職活動は認められません。 

なお、月 1 日付け入所かつ月末退園が原則のため、保育料は月額制です。 

 

8. 入園の決定について 

 家庭の状況等を面接または調査して、保育が困難と認められる場合、その程度により入園を決定します。

また、面接時のお子さんの様子や健康等の情報をもとに集団生活に適応できるか、個別の支援を必要とす

るかなどを検討します。個別の支援が必要と判断した場合は担任とは別にお子さんの育ちを支える職員が

サポートしての保育となります。なお、個別支援を必要とするお子さんの入園について協議・調整のうえ、

決定します。それぞれの家庭により保育を必要とする事情が異なると思いますが、限られた保育施設で運

営しておりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。 

 ４月入園決定者には、令和９年１月下旬ごろに入園承諾書等を送付します。 

【選考方法】※申込受付期間内に申込みをした者のみ  

別紙「令和９年度４月高浜市指数判定基準」に基づき指数判定を行い、指数の高い方から決定し、同点となった

場合は、同判定基準に基づき優先順位の高い方より決定します。 

 

9. 面接について 

申込み受付後、内定園にて面接を行います。 

（家庭的保育・小規模保育はいきいき広場で面接を行います。） 

面接場所・時間は、１０月２３日頃に文書で連絡いたします。 

 

10. 保育料・給食費について  

保育にかかる経費の一部を保育料として各家庭で負担していただきますが、「幼児教育・保育の無償

化」に伴い、３・４・５歳児の保育料は無償となりました。ただし、給食費などは実費徴収されます。

給食費は、各園で金額が異なります。なお、保育料・給食費はいずれも月額制です。 

→P12 高浜市保育料月額表、P13 高浜市保育所給食費（主食費・副食費）徴収表をご参照ください。 

  ０・１・２歳児 ３・４・５歳児 

保育料 
市町村民税の有無と所得割額に

応じて決定 
無償（全員） 

給
食
費 

主食費（ごはん等） 

保育料に含まれている 

実費徴収（全員） 

副食費（おかず等） 

実費徴収 
（ただし市町村民税所得割額によ

り減免あり） 

＊保護者の会の会費、スポーツ振興センター共済掛金、行事費等は実費徴収されます。 
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（１） 保育料・給食費の算定について 

０・１・２歳児の保育料は、児童の属する世帯の扶養義務者（父、母、または祖父母等）の市町村民

税の所得割額及び課税の有無により算定します。３・４・５歳児の副食費減免も同様です。 

① 児童の父母の市町村民税が課税されていれば、父母のみを保育料算定対象とし、祖父母

は算定対象にはなりません。 

② 児童の父母の市町村民税が非課税であれば、同居の祖父または祖母（家計の主宰者とな

る）が保育料算定対象となります。 

※ 保育料を算定する時の市町村民税の所得割額に、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄付金税額控

除は適用されません。この場合は実際の市町村民税の所得割額と異なります。 

※ 扶養義務者が指定都市の区域内で課税されている場合は、保育料を算定する時の市町村民税の所得割額は、高浜市での

所得割額にみなし計算します。 

※ 外国から帰国または入国された方で日本での課税がない場合は、外国及び日本での年間所得により相当する税額を類

推算定し、保育料を決定します。 

 

（２） 保育料・給食費算定の変更時期 

変更時期は、毎年４月（学齢区分の見直し）と９月（税額等の見直し）です。 

 

（３） ０・１・２歳児の保育料の軽減 

① 第三子以降の場合 

満１８歳未満である児童を３人以上養育及び監護している世帯で、第三子以降の 0・1・2

歳児は保育料が無料になります。 

 

② 第二子以降の場合 

満 18 歳未満である児童を 2 人以上養育及び監護している世帯で、第二子以降の 0・1・2

歳児は保育料の減免が受けられる場合があります。詳しくは、P12 を参照してください。 

 

③ 2 人以上の就学前児童が保育園、幼稚園等に入所している場合 

就学前児童のうち１人目は、全額保護者負担、２人目は半額、３人目以降は無料です。 

 

④ 非課税世帯 

保育料算定額（市町村民税）が非課税の世帯の保育料は無料です。 

 

⑤ ひとり親世帯・障がい者世帯で、かつ市町村民税所得割額 ７７，１０１円未満の場合 

対象児童  

☆兄・姉の年齢問わない 

保育料 

第一子 高浜市保育料月額表の（）内の額 

第二子 無料 

※ 児童及び児童と同じ世帯で、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳又は、療育手帳を持っている方がいる場合は、

手帳の写しを提出してください。軽減を受けられる場合があります。 

※ ひとり親世帯の方は、ひとり親家庭状況申告書及び添付資料の提出してください。 

 

令和９年４月～令和９年８月 令和９年９月～令和１０年３月 

市町村民税 令和８年度分（令和７年１月～１２月分

の所得にかかる市町村民税） 

令和９年度分（令和８年１月～１２月

の所得にかかる市町村民税） 

算定 

基礎となるもの 

期（月） 
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⑥ 市町村民税所得割額 ５７，７００円未満の世帯 

対象児童  

☆兄・姉の年齢問わない 

保育料 

第一子 高浜市保育料月額表の保育料 

第二子 高浜市保育料月額表の保育料の半額 

第三子以降 無料 

 

（４） ３・４・５歳児の副食費の減免 

① ３人以上の就学前児童が保育園、幼稚園等に入所している場合 

就学前児童のうち１人目と２人目は、全額実費徴収、３人目以降は徴収免除です。 

 

② 非課税世帯 

保育料算定額（市町村民税）が非課税の世帯の副食費は無料です。主食費のみ支払います。 

 

③ ひとり親世帯・障がい者世帯かつ市町村民税所得割額 ７７，１０１円未満の場合 

 

 

 

 

 

 

④ 市町村民税所得割額 ５７，７００円未満の世帯 

対象児童  

☆兄・姉の年齢問わない 

副食費 

第一子 徴収免除 

（主食費のみ支払う） 第二子 

第三子以降 

⑤ 認定こども園幼稚園機能の場合（P14 参照）※機能変更者はご留意ください 

・市町村民税所得割額 ７７，１０１円未満の世帯 

・幼稚園年少から小学校３年生までの範囲に 3 人以上養育及び監護している世帯で、第三子 

以降の児童 

 

（５）保育料とは別に必要となる料金 

 ◎ 延長保育料（希望者） 

   ①午前７：００から午前７時３０分の間の利用  月額 １，３００円 

よしいけ保育園・吉浜保育園・吉浜さんさん保育園・たかはまこども園 

②午後６：３０から午後７時００分の間の利用  月額 １，３００円 

中央保育園・よしいけ保育園・吉浜保育園・高浜南部保育園・ひかりこども園・翼幼保園・ 

高浜あおぞら保育園・吉浜さんさん保育園・たかとりこども園・たかはまこども園 

   ※①と②の併せて利用する場合は、２，６００円となります。 

対象児童  

☆兄・姉の年齢問わない 

副食費 

第一子 徴収免除 

（主食費のみ支払う） 第二子 

第三子以降 
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◎ その他の費用（参考）※行事費用などは、都度実費徴収されます。 

園名 ３・４・５歳 保護者の会

会費（全員） 

＊月額 

保険料（日本スポ

ーツ振興センター）

（全員） 

＊年額 

主食費 
（ごはん等） 

＊月額 

副食費 
（おかず等） 

＊月額 

吉浜保育園 \650 \5,200 \250 \240 

高浜南部保育園 \650 \5,200 \250 \240 

よしいけ保育園 \650 \5,200 \250 \240 

吉浜北部保育園 \650 \5,200 \250 \240 

中央保育園 \650 \5,200 \250 \240 

ひかりこども園 \900 \5,000 \150 \240 

吉浜さんさん保育園 \650 \4,700 \250 \240 

高浜あおぞら保育園 — — \250 \240 

翼幼保園（保）  \900 \5,100 \250 \200 

たかとりこども園（保） \900 \5,100 \250 \200 

たかはまこども園（保） \1,000 \5,600 \250 \200 

家庭的保育 — — — 個別設定 

ぽんぽんマム — — — \240 

からんこえ — — — \240 

おひさま — — — \240 

    ※価格は、令和８年 7 月 1 日時点の参考価格です。物価変動等により、価格が変更になる可能

性があります。 

（６）保育用品について 

 園生活に必要な用品を購入していただきます。 

(取扱店及び用品販売日等は、入園承諾書と一緒にお知らせします。) 

   ※ 公立園：安全帽子・スモック・カバン・シューズは３・４・５歳児のみ必要です。 

※ 民間園：よしいけ保育園・吉浜保育園・高浜南部保育園・中央保育園・高浜あおぞら保育園・

吉浜さんさん保育園・翼幼保園・たかとりこども園・ひかりこども園・たかはまこど

も園、小規模保育、家庭的保育は、別途設定 

 

11. 申込み後に変更があった場合について 

  申込み後に次のような変更があった場合は、書類の再提出・変更をしていただく必要があります。こ

ども育成グループまで必ず連絡してください。 

・ 住所が変わったとき 

・ 家族構成や家庭状況が変わったとき 

・ 保護者（父母等）全員の「保育を必要とする事由」が変わる場合、就労時間等の変更に

より「保育必要量」が変更となる場合（新たに就労証明書等の提出が必要です。）    

 オンライン申込み後、申込み内容の修正は申込み期間内にこども育成グループまでお越しください。 

 

12. 入園後の注意事項 

 

 

公立園では、安全性を最優先するため、食物アレルギー対応が必要なお子さんには、アレルゲンを含む

食品・料理は、一切提供しません。詳しい対応につきましては、園にご相談ください。 

食物アレルギー対応について 



 10 

＊民間園については、園によって対応が異なりますので、各園にご確認ください。 

 

 

子どもの発達上の変化を考慮し、3 歳児以上の集団生活の習得に向けて以下の条件を満たす在園児は、

保育所を継続利用することができます。なお、保育所利用中の０・１歳児の母親（父親）が育児休業を

取得され、「保育の必要性」が他にない場合は、退園していただきます。 

学年 条件 

２歳児  

（９月１日以降に母が出産した場合に限る） 

※出産日であって出産予定日ではありません 卒園までに出産前と同じ職場に復帰すること 

３歳児・４歳児 

５歳児 出産前と同じ職場に復帰すること 

※育児休業とは育児休業法に基づく場合を指します。ただし、育児・介護休業法に基づく育児休業の

適用を受けられない自営業の方で、子どもが生まれた日から満１歳の誕生日の属する月末まで育児

のために休んだ場合は、休んだ期間を育児休業とみなします(みなし育児休業)。 

※いずれの学年でも、育児休業を要件として新規入園することはできません。 

※育児休業から復職し、就労の要件で入園される方は、入園月に復職することが必須です。 

※育休復帰日確認のため、就労証明書の提出が必要となります。在籍園へ提出してください。 

  ※認定こども園（翼幼保園・たかとりこども園・たかはまこども園）の３・４・５歳児は、利用する

施設の変更が生じないため、認定区分を１号認定（教育認定）に変更し、当該児童の利用時間は教

育標準時間として施設利用を継続できます。 

 

  

母親の産後２か月間に、児童（0・1・2 歳児を含む）の父親が育児休業を 2 か月間取得する場合、

母親の産後 2 か月間は在園可能です。 

 

 

 対象施設（※１）に在園児童のうち、２歳児クラスまでの施設（高浜あおぞら保育園・家庭的保育・小

規模保育）に通園している２歳児や、きょうだいが別々の園に通っている児童は、希望により次年度４月

から通園施設を変更する調整を 8 月に在籍している児童を対象に行っています。（※２）。 

※１ 対象施設・・・吉浜保育園・よしいけ保育園・高浜南部保育園・中央保育園・高浜あおぞら保育

園・吉浜さんさん保育園・吉浜北部保育園・ひかりこども園・たかはまこども園・家庭的保育・

小規模保育 

     在園児の園の変更は、本転園調整のみで行います。しかし、翼幼保園・たかとりこども園への転

園や、翼幼保園・たかとりこども園からその他の施設への転園はできません。 

※２ 転園希望調査は 8 月頃に実施し、「令和９年度 4 月高浜市指数判定基準」に基づき、令和 9 年

度新規入園調整と同時に指数判定を行いますので、希望園に転園できない場合があります。結果

については、新規入園申込みと同様に 10 月 23 日頃に郵送いたします。決定後は転園予定園に

て面接を行います。 

転園について 

育児休業中の継続利用について 

産後パパ育休制度の利用について 
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家庭での保育から、保育園へ入園することによって、保護者も子どもも生活環境は大きく変化します。

その負担を和らげるため「ならし保育」があります。 

保育園での保育は、保育を必要とする要件がある場合に利用可能なため「ならし保育」は保育を必要と

する要件には当てはまりません。そのため、期間や時間については、保育園と相談しながら行うことにな

ります。「ならし保育」を希望される場合は、保育園にお申し出ください。 

ならし保育の取扱いは下表のとおりです。なお、保育料は通常の入園と同じ取扱いになります（減免措

置や日割り計算などはありません）。 

復職日（就職日） 入園日 ならし期間 

１日 当月１日 なし 

２日～３１日 当月１日 １日から４週間程度 高浜市では、保育所の入所は月初日を基

本としており、「ならし保育」期間は設

定しておりません。 

 

 

 

高浜市内には、吉浜幼稚園と高浜南部幼稚園の 2 園の公立幼稚園があります。2 園とも保育を必要と

する要件がある園児は、預かり保育を利用することができます。預かり保育は長期休園日も利用できます

ので、公立幼稚園への入園もご検討ください。詳細は P22 をご確認ください。 

 

ならし保育について 

公立幼稚園預かり保育について 
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円

)
上

記
以

外
の

世
帯

21
,2

00
円

20
,9

00
円

0円

注
1

注
2

注
3

注
4

注
5

注
6

注
7

注
8

注
9

満
１

８
歳

未
満

の
特

定
被

監
護

者
等

（
子

ども
・子

育
て

支
援

法
施

行
令

（
平

成
２

６
年

政
令

第
２

１
３

号
）

第
１

４
条

に
規

定
す

る
も

の
を

い
う。

以
下

同
じ。

）
が

３
人

以
上

い
る

世
帯

の
３

人
目

の
０

歳
児

・１
歳

児
・２

歳
児

に
つ

い
て

、特
定

教
育

・保
育

施
設

等
を

利
用

して
い

る
場

合
、そ

の
３

人
目

以
降

の
額

は
０

円
とし

ま
す

。
満

１
８

歳
未

満
の

特
定

被
監

護
者

等
が

２
人

以
上

い
る

世
帯

の
２

人
目

の
０

歳
児

・１
歳

児
・２

歳
児

に
つ

い
て

、特
定

教
育

・保
育

施
設

等
を

利
用

して
い

る
場

合
、そ

の
２

人
目

は
下

記
の

額
又

は
上

記
負

担
軽

減
の

の
い

ず
れ

か
低

い
額

とし
ま

す
。

　⑴
  C

階
層

か
らＤ

３
－

２
階

層
ま

で
は

０
円

とし
ま

す
。

　⑵
  Ｄ

３
－

３
階

層
か

らD
７

－
１

階
層

ま
で

は
、半

額
とし

ま
す

。
延

長
保

育
を

利
用

す
る

場
合

は
、０

歳
児

〜
５

歳
児

に
つ

い
て

、延
長

保
育

料
（

月
額

）
１

，
３

０
０

円
（

早
朝

・夕
方

そ
れ

ぞ
れ

）
が

別
途

必
要

に
な

りま
す

。 
た

だ
し、

保
育

料
月

額
表

の
Ａ

階
層

ま
た

は
Ｂ

階
層

の
世

帯
は

不
要

で
す

。

この
表

に
お

け
る

年
齢

は
、当

該
年

度
の

前
年

度
の

３
月

３
１

日
時

点
の

満
年

齢
とし

ま
す

。

階
層

区
分

の
認

定
は

、B
階

層
に

つ
い

て
は

子
ども

の
保

護
者

又
は

祖
父

（
母

）
等

家
計

主
催

者
の

市
町

村
民

税
の

均
等

割
の

額
の

合
計

とし
、C

階
層

か
らＤ

８
階

層
に

つ
い

て
は

子
ども

の
保

護
者

又
は

祖
父

（
母

）
等

家
計

主
催

者
の

市
町

村
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
とし

ま
す

。所
得

割
の

額
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、住
宅

借
入

金
等

特
別

税
額

控
除

、
寄

附
金

税
額

控
除

、配
当

控
除

や
外

国
税

額
控

除
な

どは
、適

用
しな

い
も

の
とし

ま
す

。こ
の

場
合

は
実

際
の

市
町

村
民

税
所

得
割

額
とは

異
な

りま
す

。
保

護
者

等
が

指
定

都
市

の
区

域
内

に
住

所
を

有
す

る
者

で
あ

る
とき

は
、当

該
保

護
者

等
を

指
定

都
市

以
外

の
市

町
村

の
区

域
内

に
住

所
を

有
す

る
者

とみ
な

して
計

算
す

る
も

の
とす

る
。

この
表

の
「ひ

とり
親

世
帯

等
、在

宅
障

害
児

(者
)が

い
る

世
帯

」は
下

記
に

該
当

す
る

場
合

を
い

い
ま

す
。

　⑴
　母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
(昭

和
39

年
法

律
第

12
9号

)第
17

条
及

び
第

31
条

の
7に

規
定

す
る

配
偶

者
の

な
い

者
で

現
に

０
〜

５
歳

児
を

扶
養

して
い

る
も

の
の

世
帯

　⑵
  次

に
掲

げ
る

在
宅

障
害

児
又

は
在

宅
障

害
者

の
属

す
る

世
帯

　　
ア

　身
体

障
害

者
福

祉
法

(昭
和

24
年

法
律

第
28

3号
)第

15
条

に
規

定
す

る
身

体
障

害
者

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

、イ
　療

育
手

帳
制

度
要

綱
(昭

和
48

年
9月

27
日

厚
生

省
発

児
第

15
6号

)に
規

定
す

る
療

育
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
、ウ

　精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
(昭

和
25

年
法

律
第

12
3号

)第
45

条
に

規
定

す
る

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
、エ

　特
別

児
童

扶
養

手
当

等
の

支
給

に
関

す
る

法
律

(昭
和

39
年

法
律

第
13

4号
)に

規
定

す
る

特
別

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
対

象
児

、又
は

国
民

年
金

法
(昭

和
34

年
法

律
第

14
1号

)に
規

定
す

る
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

の
受

給
者

　⑶
  生

活
保

護
法

に
規

定
す

る
要

保
護

者
等

特
に

困
窮

して
い

る
と市

長
が

認
め

る
者

が
属

す
る

世
帯

この
表

に
お

い
て

「保
育

短
時

間
」と

は
、午

前
８

時
か

ら午
後

４
時

ま
で

（
1日

当
た

り８
時

間
ま

で
に

限
る

）
の

保
育

必
要

量
の

認
定

を
、「

保
育

標
準

時
間

」と
は

、保
育

短
時

間
を

超
え

る
（

１
日

当
た

り１
１

時
間

ま
で

に
限

る
。）

保
育

必
要

量
の

認
定

を
い

い
ま

す
。

２
人

以
上

の
就

学
前

児
童

が
幼

稚
園

、特
別

支
援

学
校

の
幼

稚
部

、保
育

所
、情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

若
しく

は
認

定
こど

も
園

通
所

部
に

通
い

、在
学

し、
若

しく
は

在
籍

す
る

場
合

。家
庭

的
保

育
事

業
等

に
よ

る
保

育
を

受
け

る
場

合
。児

童
発

達
支

援
若

しく
は

医
療

型
児

童
発

達
支

援
を

受
け

る
場

合

ー
D

8
34

0,
00

0円
以

上
48

,8
00

円
48

,2
00

円
0円

D
7－

２
30

1,
00

0円
以

上
　3

40
,0

00
円

未
満

45
,8

00
円

45
,2

00
円

0円

36
,9

00
円

0円

D
7－

１
20

0,
00

0円
以

上
　3

01
,0

00
円

未
満

45
,8

00
円

45
,2

00
円

0円

満
１

８
歳

未
満

の
児

童
を

２
人

以
上

養
育

及
び

監
護

し
て

い
る

場
合

（
注

８
）

満
１

８
歳

未
満

の
児

童
の

うち
順

に
数

え
て

２
人

目
以

降
の

児
童

は
５

／
１

０

D
4

11
0,

00
0円

以
上

　1
41

,0
00

円
未

満
29

,8
00

円
29

,4
00

円
0円

D
6

16
5,

00
0円

以
上

　2
00

,0
00

円
未

満
43

,8
00

円
43

,2
00

円
0円

D
5

14
1,

00
0円

以
上

　1
65

,0
00

円
未

満
37

,4
00

円

D
3-

3
97

,0
00

円
以

上
　1

10
,0

00
円

未
満

21
,2

00
円

20
,9

00
円

0円

57
,7

00
円

以
上

　6
1,

00
0円

未
満

２
人

以
上

の
就

学
前

児
童

が
特

定
教

育
・保

育
施

設
等

を
同

時
に

入
所

・利
用

し
て

い
る

利
用

し
て

い
る

場
合

 （
注

６
）

就
学

前
児

童
の

うち
１

人
目

は
１

０
／

１
０

２
人

目
の

児
童

は
５

／
１

０
３

人
目

以
降

の
児

童
は

無
料

D
2

61
,0

00
円

以
上

　7
2,

00
0円

未
満

D
3-

1
72

,0
00

円
以

上
　7

7,
10

1円
未

満

D
3-

2
77

,1
01

円
以

上
　9

7,
00

0円
未

満
21

,2
00

円
20

,9
00

円
0円

２
人

以
上

の
就

学
前

児
童

が
保

育
園

、幼
稚

園
又

は
認

定
こど

も
園

の
ほ

か
下

記
（

注
6）

の
施

設
に

入
所

又
は

利
用

し
て

い
る

場
合

就
学

前
児

童
の

うち
１

人
目

は
１

０
／

１
０

２
人

目
の

児
童

は
５

／
１

０
３

人
目

以
降

の
児

童
は

無
料

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
世

帯
（

単
給

世
帯

を
含

む
）

及
び

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

並
び

に
永

住
帰

国
した

中
国

残
留

邦
人

等
及

び
特

定
配

偶
者

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
支

援
給

付
を

受
け

て
い

る
者

（
単

給
者

を
含

む
）

の
属

す
る

世
帯

里
親

（
児

童
福

祉
法

第
６

条
の

４
）

委
託

され
た

児
童

の
い

る
世

帯
（

里
親

委
託

され
た

児
童

に
係

る
額

の
み

）

B
A階

層
を

除
き

、当
年

度
分

の
市

民
税

所
得

割
額

の
区

分
が

右
欄

の
区

分
に

該
当

す
る

世
帯

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

年
齢

制
限

な
し

１
人

目
の

児
童

は
１

０
／

１
０

２
人

目
以

降
の

児
童

は
無

料

満
１

８
歳

未
満

の
児

童
を

２
人

以
上

養
育

及
び

監
護

し
て

い
る

場
合

（
注

８
）

満
１

８
歳

未
満

の
児

童
の

うち
順

に
数

え
て

２
人

目
以

降
の

児
童

は
無

料

満
１

８
歳

未
満

の
児

童
を

３
人

以
上

養
育

及
び

監
護

し
て

い
る

場
合

（
注

７
）

満
１

８
歳

未
満

の
児

童
の

うち
順

に
数

え
て

３
人

目
以

降
の

児
童

は
無

料

C

年
齢

制
限

な
し

１
人

目
の

児
童

は
１

０
／

１
０

２
人

目
以

降
の

児
童

は
無

料

年
齢

制
限

な
し

１
人

目
の

児
童

は
１

０
／

１
０

２
人

目
以

降
の

児
童

は
無

料
D

1-
1

48
,6

00
円

以
上

　 
57

,7
00

円
未

満

D
1-

2

高
浜

市
保

育
料

月
額

表
(

令
和

7
年

10
月

以
降

）
保

育
料

に
つ

い
て

は
下

記
の

表
の

とお
りで

す
。 

保
育

料
の

決
定

は
、市

町
村

民
税

額
（

４
月

か
ら８

月
ま

で
は

前
年

度
分

、９
月

以
降

は
当

年
度

分
）

に
基

づ
き

行
って

い
ま

す
。

※
い

ず
れ

か
低

い
も

の
各

月
初

日
の

教
育

・保
育

給
付

認
定

保
護

者
等

の
属

す
る

世
帯

の
階

層
区

分
月

額
負

担
軽

減
①

負
担

軽
減

②
負

担
軽

減
③

階
層

区
分

定
義

0歳
児

、1
歳

児
、２

歳
児

12
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高
浜
市
保
育
所
 
給
食
費
（
主
食
費
・
副
食
費
）
徴
収
表
 

令
和
７
年
１
０
月
分
よ
り
適
用
 

階
層
 

区
分
 

認
 
 
定
 
 
区
 
 
分
 

給
 
食
 
費
 
徴
 
収
 

副
食
費
の
負
担
軽
減
 

０
･１

･２
歳
児
 

 
３
・
４
・
５
歳
児
 

母
子
世
帯
等
、
在
宅
障
害
児
（
者
）
の
い
る

世
帯
 

左
記
に
該
当
し
な
い
世
帯
 

改
正
な
し
：
保
育
料
に
主
食

代
・
副
食
費
を
含
む
 

主
食
費
 

副
食
費
 

Ａ
 

生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
（
単
給
世
帯
を
含
む
）
及
び
児
童
福
祉
法
に

規
定
す
る
里
親
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

後
の
自
立
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯
 

別
途
徴
収
な
し
 

 

 
【
徴
収
あ
り
】
 

 

【
免
除
】
 

Ｂ
階
層
、
Ｃ
階
層
、
Ｄ
１
－
１
階
層
、
 
 
Ｄ

１
－
２
階
層
、
Ｄ
２
階
層
、
Ｄ
３
－
１
階
層

の
場
合
（
注
２
）
 

年
齢
制
限
な
し
 

１
人
目
の
児
童
は
新
た
に
徴
取
免
除
 

２
人
目
以
降
の
児
童
は
徴
取
免
除
 

Ｂ
階
層
の
場
合
 

年
齢
制
限
な
し
 

１
人
目
は
新
た
に
徴
取
免
除
 

２
人
目
以
降
の
児
童
は
徴
取
免
除
 

 
Ｂ
 

Ａ
階
層
を
除
き
、

当
年
度
分
の
市

民
税
所
得
割
額

の
区
分
が
次
の

区
分
に
該
当
す

る
世
帯
 

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
 

【
免
除
】
 

（【
免
除
】）

 

Ｃ
 

市
町
村
民
税
均
等
割
課
税
世
帯
 

４
８
，
６
０
０
円
未
満
 

【
免
除
】
 

（【
免
除
】）

 
Ｃ
階
層
、
Ｄ
１
－
１
階
層
の
場
合
 

年
齢
制
限
な
し
 

１
人
目
は
新
た
に
徴
取
免
除
 

２
人
目
の
児
童
は
新
た
に
徴
取
免
除
 

３
人
目
以
降
の
児
童
は
徴
取
免
除
 

Ｄ
１
－
１
 

 
４
８
，
６
０
０
円
以
上
 
５
７
，
７
０
０
円
未
満
 

【
免
除
】
 

（【
免
除
】）

 

Ｄ
１
－
２
 

 
５
７
，
７
０
０
円
以
上
 
６
１
，
０
０
０
円
未
満
 

【
徴
収
あ
り
】
 

（【
免
除
】）

 

Ｄ
１
－
２
階
層
か
ら
Ｄ
８
階
層
の
場
合
 

２
人
以
上
の
就
学
前
児
童
が
保
育
園
、
幼

稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
の
ほ
か
下
記

（
注
１
）
の
施
設
に
入
所
又
は
利
用
し
て

い
る
場
合
 

就
学
前
児
童
の
う
ち
 

１
人
目
は
１
０
／
１
０
 

２
人
目
の
児
童
は
１
０
／
１
０
 

３
人
目
以
降
の
児
童
は
無
料
 

Ｄ
２
 

６
１
，
０
０
０
円
以
上
 
７
２
，
０
０
０
円
未
満
 
 

【
徴
収
あ
り
】
 

（【
免
除
】）

 

Ｄ
３
－
１
 

７
２
，
０
０
０
円
以
上
 
７
７
，
１
０
１
円
未
満
 
 

【
徴
収
あ
り
】
 

（【
免
除
】）

 

Ｄ
３
－
２
 

７
７
，
１
０
１
円
以
上
９
７
，
０
０
０
円
未
満
 
 

【
徴
収
あ
り
】
 

Ｄ
３
－
２
階
層
か
ら
Ｄ
８
階
層
の
場
合
 

２
人
以
上
の
就
学
前
児
童
が
保
育
園
、
幼
稚

園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
の
ほ
か
下
記
（
注

１
）
の
施
設
に
入
所
又
は
利
用
し
て
い
る
場

合
 

就
学
前
児
童
の
う
ち
 

１
人
目
は
１
０
／
１
０
 

２
人
目
の
児
童
は
１
０
／
１
０
 

３
人
目
以
降
の
児
童
は
無
料
 

Ｄ
３
－
３
 

９
７
，
０
０
０
円
以
上
１
１
０
，
０
０
０
円
未
満
 
 

【
徴
収
あ
り
】
 

Ｄ
４
 

１
１
０
，
０
０
０
円
以
上
１
４
１
，
０
０
０
円
未
満
 
 

【
徴
収
あ
り
】
 

Ｄ
５
 

１
４
１
，
０
０
０
円
以
上
１
６
５
，
０
０
０
円
未
満
 

【
徴
収
あ
り
】
 

Ｄ
６
 

１
６
５
，
０
０
０
円
以
上
２
０
０
，
０
０
０
円
未
満
 

【
徴
収
あ
り
】
 

Ｄ
７
－
１
 

２
０
０
，
０
０
０
円
以
上
３
０
１
，
０
０
０
円
未
満
 

【
徴
収
あ
り
】
 

Ｄ
７
－
２
 

３
０
１
，
０
０
０
円
以
上
３
４
０
，
０
０
０
円
未
満
 

【
徴
収
あ
り
】
 

Ｄ
８
 

３
４
０
，
０
０
０
円
以
上
 

【
徴
収
あ
り
】
 

（
注
１
）
 
２
人
以
上
の
就
学
前
児
童
が
幼
稚
園
、
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
、
保
育
所
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
若
し
く
は
認
定
こ
ど
も
園
通
所
部
に
通
い
、
在
学
し
、
若
し
く
は
在
籍
す
る
場
合
。
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
を
受
け
る
場
合
。
児
童
発
達
支
援
若
し
く
は
医

療
型
児
童
発
達
支
援
を
受
け
る
場
合
 

（
注
２
）

 
母
子
世
帯
等
、
在
宅
障
害
児
（
者
）
の
い
る
世
帯
で
、
Ｂ
階
層
、
Ｃ
階
層
、
Ｄ
１
－
１
階
層
、
Ｄ
１
－
２
階
層
、
Ｄ
２
階
層
ま
た
は
Ｄ
３
－
１
階
層
の
場
合
は
、（

 
）
の
副
食
費
と
な
り
ま
す
。
 

（
注
３
）

 
こ
の
表
の
Ｂ
階
層
、
Ｃ
階
層
、
Ｄ
１
－
１
階
層
～
Ｄ
８
階
層
に
お
け
る
「
当
年
度
分
」
に
つ
い
て
は
、
４
月
か
ら
８
月
ま
で
は
、「

前
年
度
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
４
）

 
保
育
料
を
算
定
す
る
時
の
市
民
税
所
得
割
額
は
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
配
当
控
除
、
外
国
税
額
控
除
、
寄
付
金
控
除
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
は
実
際
の
市
民
税
所
得
割
額
と
異
な
り
ま
す
。
 

（
注
５
）

 
こ
の
表
の
市
民
税
所
得
割
額
の
額
は
、
保
護
者
等
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
高
浜
市
に
住
所
を
有
す
る
も
の
と
み
な
し
計
算
し
ま
す
。
 

※
価
格
高
騰
の
た
め
給
食
費
が
変
動
す
る
可
能
性
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 



 

高
浜
市
教
育
認
定
（
１
号
）
利
用
者
負
担
額
月
額
表
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
元
年
１
０
月
分
よ
り
適
用
 
 
 

階
層
 

区
分
 

認
 
 
定
 
 
区
 
 
分
 

利
用
者
負
担
額

 月
 額

  
負
担
軽
減
 

（
 単

 位
：
円
 ）

 
母
子
世
帯
等
、
在
宅
障
害
児
（
者
）
の
い
る
世
帯
 

左
記
に
該
当
し
な
い
世
帯
 

第
１
 

生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
（
単
給
世
帯
を
含
む
）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯
 

０
【
無
償
化
】
 

第
２
階
層
、
第
３
階
層
の
場
合
 

（
注
１
）
 

年
齢
制
限
な
し
 

１
人
目
の
児
童
は
１
０
／
１
０
 

２
人
目
以
降
の
児
童
は
無
料
 

   

第
２
階
層
の
場
合
 

年
齢
制
限
な
し
 

１
人
目
は
１
０
／
１
０
 

２
人
目
以
降
の
児
童
は
無
料
 

第
２
 

第
１
階
層
を
除
き
、
当

年
度
分
の
市
民
税
所
得

割
額
の
区
分
が
次
の
区

分
に
該
当
す
る
世
帯
 

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
若
し
く
は
市
町
村
民
税
所
得
割
額
非
課
税

世
帯
又
は
支
給
認
定
保
護
者
が
養
育
里
親
等
に
該
当
す
る
世
帯
 

 
 
 
０
【
無
償
化
】
 

０
【
無
償
化
】
 

第
３
 

７
７
，
１
０
０
円
以
下
 

０
【
無
償
化
】
 

０
【
無
償
化
】
 

第
３
階
層
の
場
合
 

年
齢
制
限
な
し
 

１
人
目
は
１
０
／
１
０
 

２
人
目
の
児
童
は
５
／
１
０
 

３
人
目
以
降
の
児
童
は
無
料
 

第
４
 

 
７
７
，
１
０
１
円
以
上
 
２
１
１
，
２
０
０
円
以
下
 

０
【
無
償
化
】
 

第
４
階
層
、
第
５
階
層
の
場
合
 

幼
稚
園
年
少
か
ら
小
学
校
３
年
生
ま
で
の
範
囲

に
２
人
以
上
い
る
場
合
 

１
人
目
は
１
０
／
１
０
 

２
人
目
の
児
童
は
５
／
１
０
 

３
人
目
以
降
の
児
童
は
無
料
 

第
４
階
層
、
第
５
階
層
の
場
合
 

幼
稚
園
年
少
か
ら
小
学
校
３
年
生
ま
で
の
範

囲
に
２
人
以
上
い
る
場
合
 

１
人
目
は
１
０
／
１
０
 

２
人
目
の
児
童
は
５
／
１
０
 

３
人
目
以
降
の
児
童
は
無
料
 

第
５
 

 
２
１
１
，
２
０
１
円
以
上
 
 

０
【
無
償
化
】
 

 

（
注
１
）

 
母
子
世
帯
等
、
在
宅
障
害
児
（
者
）
の
い
る
世
帯
で
、
第
２
階
層
、
第
３
階
層
の
場
合
は
、（

 
）
の
保
育
料
と
な
り
ま
す
。
 

（
注
２
）

 
こ
の
表
の
第
２
階
層
～
第
５
階
層
に
お
け
る
「
当
年
度
分
」
に
つ
い
て
は
、
４
月
か
ら
８
月
ま
で
は
、「

前
年
度
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
３
）

 
保
育
料
を
算
定
す
る
時
の
市
民
税
所
得
割
額
は
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
配
当
控
除
、
外
国
税
額
控
除
、
寄
付
金
控
除
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
は
実
際
の
市
民
税
所
得
割
額
と
異
な
り
ま
す
。
 

（
注
４
）
 

こ
の
表
の
市
民
税
所
得
割
額
の
額
は
、
保
護
者
等
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
高
浜
市
に
住
所
を
有
す
る
も
の
と
み
な
し
計
算
し
ま
す
。
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以下のフローチャートに従い、該当する必要書類を揃えてください。
※自営業とは保護者や祖父母が「法人格のない事業主である」または「事業主が親族である法人格のない会社等で働く」場合を指します。

《自営業のフローチャート》

以下の書類が提出できる

該当する番号の就労証明書の記入方法と必要書類を下記の表で確認してください。

現況届等の
提出書類 ※

　　 　

専従者として確定申告をしている

確定申告はこれからだが、専従者となる届出はした

「源泉徴収票」

以下の書類が提出できる

「開業届」

「確定申告書（第一表・第二表）」

以下の書類が提出できる

「源泉徴収票」

就労証明書に記載された事業主が発行した給与に関するもの

業務の実績や収入（給与支払報告書）、取引状況等就労の事実が分かる書類（☆）

☆　事業実績がない場合は、３か月後に実績（直近　１か月分）提出してください。

開業・就業後１年未満の方のみ

☆　事業実績がない場合は、３か月後に実績（直近　１か月分）提出してください。

④

事
業
主

「確定申告書（第一表・第二表）」※税務署長宛の申告書のみ

原則、前年度実施のもの（直近）で専従者氏名の記載があるもの

⑦

⑥

開業・就業後１年未満の方のみ

③

開業・就業後１年未満の方のみ

⑤

事業内容がわかる書類　および
業務の実績や収入（給与支払報告書）、取引状況等就労の事実が分かる書類（☆）

☆　事業実績がない場合は、３か月後に実績（直近　１か月分）提出してください。

「源泉徴収票」

「確定申告書
（第一表・
第二表）」

※税務署長宛の
申告書のみ

原則、前年度実施のもの（直近）

自営業を証明する添付書類

事業主である

就労要件（自営業）で保育を必要とする方は、保育認定（変更）申請時や現況届時に提出する書類は就労証明
書に加え、自営業を証明するための添付書類が必要です。

「（事業主の）青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」　および
業務の実績や収入（給与支払報告書）、取引状況等就労の事実が分かる書類（☆）

☆　事業実績がない場合は、３か月後に実績（直近　１か月分）提出してください。

【注意】②、③、⑤、⑦は、開業・就業後１年未満の方のみ選択できます。２年目以降の方は、確定申告・源泉徴収票を提出し
てください。

就労証明書を
記入・証明する人

添付書類（いずれの書類も写しで構いません）

①
「確定申告書（第一表・第二表）」※税務署長宛の申告書のみ

②

開業・就業後１年未満の方のみ
事
業
主

（
本
人

）

「開業届」　および
業務の実績や収入（給与支払報告書）、取引状況等就労の事実が分かる書類（☆）

① ② ④ ➅ ⑦

はい

いいえ

※ 開業もしくは就業後１年を経過した場合、必ず提出していただく書類です。

確認がとれない場合、保育要件として認めることができません。

③ ⑤
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◆高浜市内保育所等のご案内◆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公私 園 名 対象児童 保育時間 住 所 TEL 

保育園 

公立 吉浜北部保育園 １～５歳児・障がい児 7:30～18:00 八幡町 4-8-4 52-3411 

私立 中央保育園 ０～５歳児・障がい児 7:30～19:00 稗田町 2-3-7 53-0879 

私立 高浜南部保育園 ０～５歳児・障がい児 7:30～19:00 田戸町 3-5-26 54-0281 

私立 よしいけ保育園 ０～５歳児・障がい児 7:00～19:00 湯山町 4-7-13 53-2100 

私立 吉浜保育園 ０～５歳児・障がい児 7:00～19:00 呉竹町 3-8-20 53-1720 

私立 ひかりこども園 ０～５歳児・障がい児 7:30～19:00 清水町 6-6-3７ 70-7720 

私立 吉浜さんさん保育園 0～５歳児・障がい児 7:00～19:00 屋敷町 1-6-6 54-5633 

私立 高浜あおぞら保育園 0～2 歳児 7:30～19:00 青木町 8-1-20 53-1050 

認定こども園（保育園機能） 

私立 翼幼保園 ０～５歳児・障がい児 7:30～19:00 神明町 2-8-2 95-5055 

私立 たかとりこども園 ０～５歳児・障がい児 7:30～19:00 向山町 2-1-15 52-4839 

私立 たかはまこども園 １～５歳児・障がい児 7:00～19:00 青木町 6-1-94 53-1719 

地域型保育所（家庭的保育・小規模保育） 

私立 となりのおばちゃん ０〜２歳児（定員５名） 8:00～18:00 八幡町 5-3-14 57-76３９ 

私立 こっこママ ０〜２歳児（定員５名） 8:00～18:00 呉竹町 5-3-5 55-7911 

私立 あいあい ０〜２歳児（定員５名） 8:00～18:00 青木町３−５−１５ 57-1802 

公立 ぽんぽんマム １・２歳児（定員 15 名） 8:00～18:00 
屋敷町５-９-２ 

吉浜幼稚園内 
０８０-３１２８-５４０３ 

私立 からんこえ ０〜２歳児（定員 12 名） 8:00～18:00 小池町５-３-２０ 45-7090 

私立 おひさま １・２歳児（定員 12 名） 8:00～18:00 
春日町 5-１６５ 

いきいき広場３階内 
52-9881 

各保育所等の対象児童および保育時間 

各保育所によって保育時間が異なります
ので、場所や送迎に必要な時間等を確認し
た上で、希望園を決定してください。 

＊保育短時間認定の保育時間は、8：00～16：00 ＊クラス別保育は、8：30～です。 

＊保育標準時間認定は、保育短時間設定を超える保育利用する場合、認定します。   

＊休日（日・祝）に保育が必要な方は、よしいけ保育園で保育します。（別紙「休日保育について」参照） 

＊家庭的保育所…となりのおばちゃん、こっこママ、あいあい 

＊小規模保育所…ぽんぽんマム、からんこえ、おひさま 

＊土曜日は、おひさまは中央保育園もしくは南部保育園、高浜あおぞら保育園はたかはまこども園、ぽんぽんマム

は吉浜北部保育園にて保育します。 

＊地域型保育所の土曜保育は、お弁当持参です。おやつは用意します。からんこえ・おひさま・ぽんぽんマムは給

食です。 

 

保育の１日の流れ、主な行事につきましては 

各園のパンフレットをご覧ください。 

16 



 

17 

17 



18 

 

  
 

 

令和９年度 

 

※状況に応じて、各園もしくはこども育成グループがご相談にのらせていただきますので、

お声掛けください。 

実 施 園 高浜南部保育園 よしいけ保育園 

実 施 目 的 
 高浜市に住民票があり、仕事を頼まれた時、急に病院に行く時、冠婚葬祭

の時、趣味に打ち込みたい時、お疲れの時など一時的にお子さんを保育しま

す。 

保 育 内 容  通常の保育活動（生活と遊び） 

保 育 日 数  １か月に１４日以内   

対 象 児 童  生後６か月以上で就学前のお子さん 

利用可能日 
月曜日から土曜日  ※祝日及び１２月２９日から１月３日を除く 

●月曜日から金曜日：非定型・緊急・私的  

●土曜日：緊急 

保 育 時 間 

１日 ８時間以内（原則） 

●非定型 午前８時００分から午後６時３０分（原則８時間以内） 

●緊急  午前８時００分から午後６時３０分（原則８時間以内） 

     午前８時３０分から午後０時３０分（土曜日：４時間） 

●私的  午前８時３０分から午後４時３０分（８時間以内） 

※利用理由（非定型・緊急・私的）により利用可能時間が異なります。 

※非定型・緊急は必要に応じて午後６時３０分までお預かりしますが、午後

６時を超える利用の場合は、別途延長利用料金が必要ですので、ご相談く

ださい。 

利 用 料 

 ０・１・２歳児 １日…３，６００円 

 ３ 歳 児 １日…１，７００円 

 ４・５歳児 一日…１，５００円 

※４時間以内の利用は半額になります。 

延長利用料 

 

 ０・１・２歳児 １日…１，３００円 

 ３ 歳 児 １日…  ６００円 

 ４・５歳児 １日…  ５００円 

申 込 み ・ 

問い合わせ先 

高浜南部保育園 

５４－０２８１ 

よしいけ保育園 

５３－２１００ 

利 用 手 順 
① 利用登録を行う（各園で申請ください） 

② 利用希望する日を予約する（各園にお問い合わせください） 

注 意 事 項 

・一時的保育利用登録は、どちらか一方の園でのみ受け付けます。 

重複利用はできませんので、ご注意ください。 

・就労等の要件により、利用料が無償になることがあります。 

・土曜日は、利用理由が緊急と認められた場合に限り、午前８時３０分から

午後０時３０分までお預かりします。 

・他市町村在住で高浜市に里帰り出産等の為、一時的に滞在する方は利用可 

能です。 

一時的保育事業案内 



    

休 日 保 育 に つ い て 

 

対   象   児  

保護 者 の就 労 を理 由に 市 内の 保 育園 ・家 庭的 保 育・ 小 規模 保

育に 入 園（ 所） し てい る 児童 で 、次 のい ず れに も 該当 する 児 童  

・保 護者 の 就 労が 日曜 日 また は 祝日 にも あ り、 家 庭で の保 育 が

困難 で ある と 認め られ る 児童  

・利 用 月の 初 日に 、満 １ 歳の 誕 生日 を迎 え てい る 児童  

※園 の 状況 や お子 さん の 状態 （ 離乳 食の 状 況等 ） によ り受 け 入

れ出 来 ない 場 合が あり ま す。  

事 業 内 容  

【実 施 場所 】 ：よ しい け 保育 園 （℡ ５３ － ２１ ０ ０）  

【実  施  日 】 ：毎 週日 曜 日・ 祝 日（ 年末 年 始は 除 く）  

【開 所 時間 】 ：８ 時か ら １７ 時 ３０ 分ま で  

【定   員 】 ：概 ね２ ０ 人程 度  

保 護 者 負 担  

休日 保 育を 利 用し た場 合 は、 その 代 わり と して 必 ず就 労の 週

休日 に は、 在 籍施 設を 欠 席し て いた だき ま す。 そ のた め、 保 育

料は い ただ き ませ ん。  

【昼  食】 ： よし いけ 保 育園 の 給食  

      ※食 物ア レ ルギ ー のあ る場 合 は、 お弁 当 及び お や

つ持 参 とな り ます 。  

【送  迎】 ： 実施 保育 園 まで 、 送迎 が必 要 です 。  

【持 ち 物】 ： 通常 各保 育 施設 に 持っ てい く もの  

（布 団･着 替え 等 ）  

申込 先  ・在 籍 施設  

申請 書 類  

・休 日 保育 利 用・ 中止 申 込書  

・休 日 保育 出 欠予 定表  

・ 日 曜日 ・ 祝日 就 労状 況 証明 書 （父 ・母 と もに ）  

そ の  他  

・年 度 途中 か らの 申込 み や利 用 理由 が消 滅 した 場 合は 、速 や  

かに 在 籍施 設 へ申 し出 て くだ さ い。 利用 前 月８ 日 まで が申  

込締 め 切り で す。  

・実 施園 か ら 在籍 施設 に、 保 育 に必 要な 情 報を 問 い合 わせ る こ

とが あ りま す 。  

【問 い 合わ せ 先】  在 籍 施設 又 は、 高浜 市 こど も 育成 グル ー プ  

（い き いき 広 場３ 階） ℡ ９５ － ９５ ６３  

 平 日 ：９ 時 00 分～ 16 時 00 分  
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【高浜市 2号・3号認定用】  

『教育・保育給付認定申請』のお知らせ 

～ 子ども・子育て支援新制度～ 

 

 

1. 子ども・子育て支援新制度について 

（１） 子ども・子育て支援新制度とは 

平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、幼児期の学校教育や保育、地

域の子育て支援について、量の拡充や質の向上を進めていくための制度です。 

 

（２） 『教育・保育給付認定申請』について 

「子ども・子育て支援新制度」では、給付制度が導入されています。これは給付の対象となる幼

稚園や保育園、認定こども園、家庭的保育、小規模保育などの施設を利用した場合に、その費用に

関して公費から給付を受けられることになります。そのため、これらの給付施設等の利用を希望す

る方は、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。なお、認定は次の３区分です。 

※新制度に移行されない私立幼稚園を利用される場合は、教育・保育給付認定を受ける必要はありません。 

 

【教育・保育給付認定の区分】 

認定区分 対象者 主な利用先 

１号認定 

【教育認定】 

３歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 

例）３歳以上で、両親のどちらかが専業主婦（夫）の場合など、お子さんがご家

庭での保育を受けることができる場合 

幼稚園、認定こども

園の幼稚園 

２号認定 

【保育認定】 

３歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭に

おいて必要な保育を受けることが難しい方 

例）３歳以上で、両親が共働き（もしくはひとり親で働いている）や病気などの

世帯で、ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 

保育園、認定こども

園の保育園 

３号認定 

【保育認定】 

３歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭に

おいて必要な保育を受けることが難しい方 

例）３歳未満で、両親が共働き（もしくはひとり親で働いている）や病気などの

世帯で、ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 

保育園、認定こども

園の保育園、小規模

保育、家庭的保育 

 

※ 2号認定、３号認定は、保護者の就労など保育が必要な時間によって保育園の利用時間が決ま

ります。 

・保育短時間 …保育短時間設定時間内（午前８時から午後４時まで）での利用 

  【事由：就労のほか、疾病・障がい、求職活動中の者など】 

・保育標準時間…保育短時間設定時間を超える保育を利用 

 

保育の必要量（保育時間）は、就労等の事由で保護者が保育することができない時間となり

ます。したがって、保護者の私的な理由での保育の利用はできません。 
 

（３） 認定期間について 

認定期間は原則として申込者からの希望の範囲で、小学校就学前までの「保育を必要とする」と

見込まれる期間とします。 

    ＊出産を理由とする場合は、出産予定日の２か月前の月初日から、出産日の２か月後の月末日まで

が認定期間、求職活動を理由とする場合は入園後 2 か月間が認定となります。【ご注意ください！】 



21 

（４） 『教育・保育給付認定申請』の対象者  

高浜市に住民登録している方、または、転入予定の方で、幼稚園、保育園、認定こども園、家庭

的保育、小規模保育など、給付対象の施設の利用を希望する児童の全員が対象です。 

なお、認定は、有効期間内において、「保育を必要とする事由」が変わる場合、就労時間の変更

により「保育の必要量」が変更となる場合など、教育・保育給付認定を変更する場合は、変更の申

請が必要になります。 

 

※申込み後に次のような変更があった場合は、必要に応じて書類の再提出・変更をしていただ

く必要があります。こども育成グループまで必ず連絡してください。 

・ 住所が変わったとき 

・ 家族構成や家庭状況が変わったとき 

・ 保護者（父母）の「保育を必要とする事由」が変わる場合、就労時間等の変更により「保

育必要量」が変更となる場合（新たに就労証明書等を提出していただく必要があります。）   

 

 

 

 

 

□お問い合わせ先： 高浜市こども未来部こども育成グループ（いきいき広場３階） 

TEL：0566–95–9562  平日：9時00分～16時00分 
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就 労 等 預 か り 保 育 の ご 案 内 

                令和８年 7 月現在 
                                               

保育内容 ３・４・５歳児の混合学級により保育 

申込みの要件 保護者の方の就労・出産・傷病・事故・入院等により、保育を必要とする園児 

実施園 実施日 時間 昼 食・おやつ 

高
浜
南
部
幼
稚
園 

開園日 
教育終了後～午後 4 時 30

分 

【おやつ】 

 500 円/月※15 時以降利用者のみ 

【昼 食】 

給食のない日：弁当持参 

長期休園日 
(夏季•冬季•春季) 

 

午前 8 時 30 分～午後 4 時

30 分 

【おやつ】 

500 円/月※15 時以降利用者のみ 

【昼 食】 

弁当持参 

＊土・日・祝日・園代休日・12 月 29 日～1月 3日を除く 

吉
浜
幼
稚
園 

開園日 

午前 8 時 00 分～午前 8 時

30 分  

教育終了後～午後 6 時 00

分 

【おやつ】 

500 円/月※15 時以降利用者のみ 

【昼 食】 

給食のない日：弁当提供 420 円程度/食 

土曜日 

長期休園日 
(夏季•冬季•春季) 

代休日 

午前 8 時 00 分～午後 6 時

00 分 

【おやつ】 

開園日同様 

【昼 食】 

土曜日：弁当持参 

代休日・長期休園日： 

弁当提供 420 円程度/食 

＊日・祝日・12 月 29 日～1 月 3 日を除く 

利用料 無償 「保育の必要性」の認定が必要 

 
※物価上昇によりおやつ代・弁当代等は変動する場合があります。 
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令和９年度 
令和８年４月よりこども誰でも通園制度が吉浜幼稚園内でスタートしました。 

詳細は高浜市ホームページで案内しますのでご確認ください。 

                                              

 

 

 

一時預かり事業が、「保護者の立場からの必要性」に対応

するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保

護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない

様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応

援することが主な目的です。 

実 施 目 的 
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形

での支援を強化する通園制度です。 

対 象 児 童 保育所等に通っていない０歳６か月から満３歳未満 

利 用 方 法 
週１回（月４回）固定曜日と固定時間で利用する、定期利用です 

（例：５月は、毎週木曜日の午前（9：00～11：30）を利用） 

利 用 時 間 月１０時間（２．５時間×４回間）以内 

保 育 時 間 
① 午前９時００分から午前１１時３０分（２．５時間） 

② 午後１時００分から午後３時３０分（２．５時間） 

利 用 料 
１回７５０円 

（条件により減免される場合もあります。詳細は高浜市 HP でご確認ください） 

実 施 場 所 吉浜幼稚園内 『はぐはぐルーム』 

利 用 人 数 
●午前 ５人まで 

●午後 ５人まで 

問い合わせ先 
はぐはぐルーム（施設の利用について）０８０－４５９５－９３０５ 

こども育成グループ（認定について） ０５６６－９５－９５６２ 

（平日：9 時 00 分～16 時 00 分まで） 

利 用 手 順 

① 利用者による申請 

② 高浜市による認定 

③ 決定通知受理 

④ 事前面談予約 

⑤ 事前面接 

⑥ 施設の予約（利用月前月１日から受付） 

⑦ 施設の利用 

※手続きは原則ウェブにて行います。申請は上記二次元コードより 

こども誰でも通園制度（ご案内） 

一時預かりとの違い 



グループウェア病後児保育について（ご案内） 
 

1. 利用できる人 

次のすべてにあてはまる人です。 

 （１）市内に住んでいる 

 （２）生後６か月以上小学校３年生以下の児童である 

 （３）病気回復期にあり通園・通学等が困難である 

 （４）保護者の勤務等の都合により家庭で保育を受けることが困難である 

 

2. 定員 

 １日 ２名まで 

 

3. 利用登録 

 （１）できるだけ事前登録をお願いします。 

    （申し込みと同時の登録もできます） 

 （２）受付時間 9 時００分～16 時００分（土日祝除く） 

 

4. 利用申込み 

（１）予約受付時間 9 時００分～１５時００分（土日祝除く） 

＊原則予約制ですので、前日の１５時までにご予約ください。 

（２）かかりつけ医などを受診し、病後児保育を利用できるかどうか医師に確認して 

ください。 

利用できる場合は【医師連絡票】を医師に書いてもらいます。（市内の病院は 300

円かかります） 

＊感染するおそれのあるお子さんや、病気になったばかりのお子さん（急性期）

はお預かりすることはできません。 

（３）病後児保育利用申込書と医師連絡票、保護者連絡票を前日又は当日にこども育成グ

ループへ提出してください。また、薬を与える必要がある時は与薬依頼票も提出し

てください。 

 

5. 実施場所 

 いきいき広場３階（高浜市春日町五丁目１６５番地） 

 

6. 実施日等 

 月曜日から金曜日の９時００分から１６時００分まで 

（祝日および年末年始は除く） 
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７.利用料 

 １日 ２，０００円 

 次の方は利用料が減免になります。 

（１）生活保護法による被保護世帯、市民税非課税世帯は無料になります。 

（２）（１）を除く所得税非課税世帯は半額（１，０００円）になります。 

（３）就労等の要件により、利用料が無償化になることがあります。 

 

7. 食事 

 昼食はお弁当（ミルクを含む）を持参してください。 

 

8. 利用時に必要な持ち物 

３歳児未満（０（６か月）・１・２歳児） ３歳児以上（小学校３年生まで） 

弁当 

哺乳瓶（必要児のみ） 

着替え 

 着脱のしやすいもの ２～３枚 

 オムツ １０組 

オムツカバー ３枚（必要児のみ） 

 エプロン ３枚 

 おしぼりタオル ３枚 

ポリ袋（汚れもの入れ用）２枚 

くすり 

バスタオル １枚 

弁当 

着替え 

 着脱のしやすいもの ２～３枚 

 おしぼりタオル １枚 

ポリ袋（汚れもの入れ用） ２枚 

くすり 

バスタオル １枚 

□持ち物には必ず名前を書いておいてください。 

また、好きなおもちゃや絵本、ＤＶＤなどがあればお持ちください。 

 

9. その他 

（１）予約を取り消したり、入室時間が遅れたりする時などは、早急に連絡してください。 

（２）連絡用紙等は明確に記入してください。（家庭での状態、与薬時間など） 

 

10. 申込み先 

  高浜市いきいき広場 こども育成グループ   

電話 ０５６６－９５－９５６３（平日：9 時 00 分～16 時 00 分） 
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〔主な内容〕子育て相談、親子遊び、子育て講座など（各施設によって異なりますのでご確認ください。）  

高浜市いちごプラザ 

子育て中の親子が集う場。 

いつ来て、いつ帰って頂いてもけっこうですよ。 

 

〔開園日・時間〕                

月～土（祝日含む） 10：00～16：00 

〔問合せ先〕    

高浜市いちごプラザ TEL ５２－５２３２ 

 

※詳細は、いちごプラザ HP 等をご覧ください。 

 

子育て支援センター あっぽ 

「あっぽ」が健やかな育児をサポートし、 

地域の子育てを応援します。 

 

〔開園日・時間〕 

月～金（祝日休み） 9：00～15：00 

相談 月～金（祝日休み）  9：00～15：00 

〔問合せ先〕 

子育て支援センターあっぽ TEL ５６－２７２５ 

 

※詳しくは、おたより「にじ」をご覧ください。 

よしいけ保育園子育て支援センター

「はっぴー」 

「子育て」楽しくみんなでしましょう!! 

「はっぴー」に来れば仲間ができるはず！ 

 

〔開園日・時間〕                      

フリールーム 月～金９：００～１１：３０（祝日休み） 

育児相談 月～金９：００～１５：００（祝日休み） 

〔問合せ先〕 

子育て支援センター「はっぴー」よしいけ保育園 

TEL 53－５１４１ 

  

※詳しくは、『四つ葉だより』をご覧ください。 

翼幼保園子育て支援センター  

ひなたぼっこ 

子育て支援センターでは、親子の触れ合いや 

友だち作りのお手伝いをしています。 

 

〔開園日・時間〕 

月～金（祝日休み）  ９：00～16：00 

〔問合せ先〕 

翼幼保園子育て支援センター ひなたぼっこ  

ＴＥＬ ９５－５０５５ 

            

※詳しくは、おたより『ひなたぼっこ』をご覧くださ

い。 

ひかりこども園子育て支援センター 

 お子様が元気に育ち安心して子育てができるよ

うにひかりこども園が子育てを応援します。 

 

〔開園日・時間〕 

月～金（祝日休み）  9：00～15：00 

〔問合せ先〕 

ひかりこども園子育て支援センター 

TEL ７０－７５０１ 

 

※詳しくは、子育てだより「キラキラ」をご覧くださ

い。 

 

＊詳細はホームページをご覧ください。 

＊ホームページについては別紙「高浜市子育て

支援ネットワーク」・「高浜市子育て支援LINE」

にてご案内しています。 

 

〇高浜市内 支援センターのご紹介〇 
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